
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

〇

〇
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（号 外）
独立行政法人国立印刷局

省

令

^

通
信
状
態
に
お
け
る
伝
導
妨
害
波
の
電
流

周

波

数

帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）

準

尖

頭

値

平

均

値

一
五
〇
kHz
以
上
五
〇
〇
kHz
未
満

三
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
二
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

二
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
一
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
〇
〇
kHz
以
上
二
MHz
以
下

二
六
デ
シ
ベ
ル

一
六
デ
シ
ベ
ル

二
MHz
を
超
え
一
五
MHz
未
満

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
〇
デ
シ
ベ
ル

一
五
MHz
以
上
三
〇
MHz
以
下

二
〇
デ
シ
ベ
ル

一
〇
デ
シ
ベ
ル

注

※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。
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〔
省

令
〕

〇
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
総
務
一
一
八
）

J

〇
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
一
一
九
）

K

〇
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
一
二
〇
）

L

〔
告

示
〕

〇
高
周
波
利
用
設
備
の
型
式
に
つ
い
て
の
指

定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式
等
を

定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
総
務
五
一
九
）

M

〇
伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放

射
妨
害
波
の
電
界
強
度
の
測
定
方
法
を
定

め
る
件
（
同
五
二
〇
）

N

〇
無
線
設
備
規
則
第
五
十
九
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
の
範
囲

等
を
適
用
し
な
い
通
信
設
備
を
定
め
る
件

（
同
五
二
一
）

J
I

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

J
I

特
殊
法
人
等

平
成
十
七
事
業
年
度
財
務
諸
表
（
独
立
行

政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年

総
合
セ
ン
タ
ー
・
国
立
青
年
の
家
・
国
立

少
年
自
然
の
家
、
独
立
行
政
法
人
国
立
健

康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技

大
学
校
及
び
海
員
学
校
）
関
係

P
R

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

J
J
Q

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

J
K
J

〇
総
務
省
令
第
百
十
八
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
月
四
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
っ
て
」
を
「
あ
つ
て
」
に
改
め
、「
四
五
〇
kHz
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
屋
内
に
お

い
て
二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
あ
っ
て
」
を
「
あ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
で
あ
つ
て
搬
送
波
の
変
調
方
式
が
ス
ペ
ク

ト
ル
拡
散
方
式
の
も
の
は
、
搬
送
波
が
拡
散
さ
れ
る
周
波
数
の
範
囲
が
二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
間
に
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
十
条
の
前
の
見
出
し
を「（
漏
え
い
電
界
強
度
等
の
許
容
値
）」に
改
め
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
条

電
力
線
搬
送
通
信
設
備
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

一
〇
kHz
か
ら
四
五
〇
kHz
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
電
力
線
に
通
ず
る
高
周
波
電
流
の
搬
送

波
に
よ
る
電
界
強
度
は
、
そ
の
送
信
設
備
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
、
か
つ
、電
力
線
か
ら
λ
／
２
π（
λ

は
搬
送
波
の
波
長
を
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
も
の
と
し
、
π
は
円
周
率
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）の
距
離
に
お
い
て
毎

メ
ー
ト
ル
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

\

伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
は
、
次
の
^

か
ら
`

ま
で
の
各
表
に
定
め

る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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